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児
童
扶
養
手
当
と
は
、
離
婚
・
死

亡
・
遺
棄
な
ど
の
理
由
で
父
親
と
生

計
を
と
も
に
し
て
い
な
い
児
童
の
、

健
や
か
な
成
長
と
生
活
の
安
定
、
自

立
を
促
進
す
る
た
め
の
手
当
で
す
。

※
受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
、
請
求
し

な
い
限
り
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
受
給
資
格
者

　

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
り
、
次
の

支
給
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

児
童
（
18
歳
（
年
度
中
）、
ま
た
は

20
歳
未
満
で
政
令
の
定
め
る
程
度
の

障
が
い
の
あ
る
方
）
を
監
護
（
保
護

者
と
し
て
生
活
の
面
倒
を
見
る
こ

と
）
し
て
い
る
母
、ま
た
は
養
育
者
。

※
各
種
公
的
年
金
、
遺
族
補
償
と
の

併
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
受
給
資
格
者
本
人
・
同
一
住

所
地
の
扶
養
義
務
者　
（
住
民
票

を
世
帯
分
離
し
て
い
る
場
合
も

含
む
）
の
所
得
が
、
所
得
制
限

以
上
に
な
る
と
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

　
（
支
給
要
件
）

○
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

○
父
が
死
亡
し
た
児
童
で
、
遺
族
補

　

償
が
受
け
ら
れ
な
い
児
童

○
父
が
重
度
の
障
が
い
に
あ
り
、
か

　

つ
障
害
年
金
の
加
算
対
象
と
な
っ

　

て
い
な
い
児
童

○
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

○
父
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

　

る
か
、
父
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ

　

て
い
る
児
童

○
母
が
婚
姻
せ
ず
に
生
ま
れ
た
児
童

○
母
が
児
童
を
懐
胎
し
た
当
時
の
事

　

情
が
不
明
で
あ
る
児
童 

■
手
当
の
支
給

○
支
給
額

〈
支
給
対
象
児
童
１
人
の
場
合
〉

・
全
部
支
給

　

⇨
月
額
4
万
１
７
２
０
円

・
一
部
支
給
（
所
得
に
よ
り
変
動
）

　

⇨
月
額
4
万
１
７
１
０
円
～

　
　
　
　
　
　
　
　

9
８
５
０
円

〈
支
給
対
象
児
童
２
人
以
上
の
場
合
〉

　

全
部
ま
た
は
一
部
支
給
そ
れ
ぞ
れ

の
額
に
、
第
２
子
に
は
５
千
円
、
第

３
子
以
降
は
１
人
に
つ
き
3
千
円
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

○
支
給
時
期

　

認
定
請
求
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給

さ
れ
、
年
３
回
（
４
月
・
８
月
・
12

月
）
に
分
け
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
現
況
届
の
提
出
（
毎
年
8
月
）

　

そ
の
年
の
８
月
分
か
ら
翌

年
７
月
分
ま
で
の
手
当
を
受

け
る
資
格
を
確
認
す
る
た

め
、「
現
況
届
」
の
提
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

８
月
中
に
提
出
が
な
い
場

合
に
は
８
月
以
降
の
手
当
が

停
止
さ
れ
、
２
年
以
上
提
出

が
な
い
場
合
に
は
受
給
資
格

を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
長
期
受
給
の
支
給
制
限

　

受
給
開
始
後
５
年
経
過
し

 
児     
童     

扶     

養     

手     

当 
●
児
童
扶
養
手
当 

●
児
童
手
当 

●
父
子
・

母
子
家
庭
等
福
祉
金 

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

児
童
手
当
は
、
12
歳
到
達
後
の
最
初
の
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
（
小
学
校
修
了
前
の
児
童
）

を
養
育
し
て
い
る
方
で
、
一
定
の
所
得
を
超
え
な
い

場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

出
生
な
ど
に
よ
り
新
た
に
受
給
資
格
が
生
じ
た
と

き
は
、
認
定
請
求
手
続
き
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
済
ま

せ
て
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
、勤
務
先
で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
。

●
支
給
月
額

・
３
歳
未
満
は
一
律
１
万
円
で
す
。

・
３
歳
以
上
が
第
１
子
５
千
円
、
第
２
子
５
千
円
、

　

第
３
子
以
降
１
万
円
で
す
。

●
支
給
開
始

・
出
生
日
か
ら
15
日
以
内
に
手
続
き
し
た
場
合
…
出

　

生
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給

・
右
記
以
外
の
場
合
…
認
定
請
求
書
の
提
出
月
の
翌

　

月
分
か
ら
支
給

●
認
定
請
求
方
法

　

次
の
必
要
書
類
を
持
参
し
て
、
児
童
福
祉
課
窓
口

で
認
定
請
求
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
印
か
ん　

▼
手
当
の
振
込
先
と
な
る
請
求
者
名
義
の
金
融
機
関

　

口
座
の
わ
か
る
も
の
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
除
く
）

▼
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
（
請
求
者
が
厚
生

　

年
金
な
ど
の
加
入
者
の
場
合
）

▼
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書
（
最
近
転
入
さ
れ
た
方

　

の
場
合
、
申
請
時
期
に
よ
り
必
要
に
な
る
場
合
が

　

あ
り
ま
す
）

※
添
付
書
類
は
後
日
提
出
い
た
だ
い
て
も
か
ま
い
ま

せ
ん
。
ま
ず
は
、
手
続
き
が
遅
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

た
場
合
、
ま
た
は
支
給
要
件

に
該
当
し
て
か
ら
７
年
経
過

し
た
と
き
は
、
手
当
の
支
給

額
が
２
分
の
１
に
減
額
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
就
労
ま
た
は

就
職
活
動
し
て
い
る
場
合
、

疾
病
な
ど
に
よ
り
就
労
が
困

難
な
状
況
に
あ
る
場
合
な
ど

は
、
支
給
停
止
除
外
の
申
請

が
可
能
で
す
。

　

対
象
者
に
は
、
別
途
通
知

が
届
き
ま
す
の
で
、
期
限
ま

で
に
必
要
書
類
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
提
出
が
遅
れ
た

場
合
に
は
、
遅
れ
た
月
分
の

手
当
が
減
額
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

児
童
手
当
の

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く
！

父子・母子家庭等福祉金
　市では、事故・疾病などにより両親を失った、または父子・
母子世帯となった家庭の義務教育修了前の児童を監護・養育す
る方に対し、児童１人につき月額1,500円の父子および母子家
庭等福祉金を支給します。この手当も申請しなければ支給され
ませんのでご注意ください。
■受給資格者（義務教育修了前の児童で次のような方）
　①両親またはその一方が死亡した児童②父母が婚姻を解消し

た児童③両親またはその一方が重度障がいの状態にある児童④

両親またはその一方の生死が明らかでない児童⑤その他前各号

に準ずる状態にあり、現に両親またはその一方から監護を受け

ることができない児童で市長が認める者

■申請手続き
　申請書とともに、手当の振込先となる請求者名義の金融機関

口座のわかるもの（ゆうちょ銀行は除く）を持参ください。

ご存知
ですか




